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台
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市
長
か
ら
の

　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ

市
長
か
ら
の

　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ

岡
部
正
英

　

台
風
第
19
号
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
か
ら
ひ
と
月
半
が

経
ち
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
対
し
、
心
か
ら
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
災
害

対
応
に
全
力
を
傾
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
度
の
災
害
は
、
秋
山
川

や
旗
川
支
流
の
中
小
河
川
で
広
範
囲
な
浸
水
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

被
災
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
要
望
に
た
だ
ち
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

大
変
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
こ
と
心
よ
り
お
わ
び
申
し
上

げ
ま
す
。

　

こ
の
ひ
と
月
半
、
全
国
各
地
の
自
治
体
や
民
間
団
体
か
ら
支
援
物
資

の
受
け
入
れ
や
多
く
の
職
員
を
派
遣
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に

徳
島
県
か
ら
は
災
害
発
生
後
、
早
々
に
災
害
本
部
の
総
括
支
援
員
を

派
遣
し
て
い
た
だ
き
、
災
害
対
応
へ
の
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
大
変

役
に
立
ち
ま
し
た
。

　

ま
た
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
市
内
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
か
ら

の
参
加
が
あ
り
、
週
末
に
は
一
日
500
人
を
超
え
る
方
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
更
に
は
、
義
援
金
や
被
災
地
支
援
の
ふ
る

さ
と
納
税
で
も
、
県
内
で
受
け
入
れ
し
て
い
る
市
町
の
総
額
の
約
半
分

が
本
市
に
対
す
る
寄
附
と
な
っ
て
お
り
、
本
当
に
多
く
の
方
々
が

佐
野
市
を
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
や
る
べ
き
こ
と
は
、
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ん
が
一
日
も
早
く
元
の

生
活
に
戻
れ
る
よ
う
復
興
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
市
内
外
か
ら

寄
せ
ら
れ
る
多
く
の
好
意
に
報
い
る
た
め
に
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

一
体
と
な
り
、
佐
野
市
の
復
興
に
向
け
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

各イベントの中止について
　令和元年１２月１０日～令和２年１月１０日までの下記のイベントについて、中止します。

日にち イベント名 問合せ

１２月１４日（土）パレットプラザさの講座「街をさまよう少女に居場所を！」人権・男女共同参画課☎（６１）１１４０

１２月１４日（土）クリスマスフェスティバル 田沼児童館☎（６２）０８７８

１２月１４日
（土）・２２日（日）

天明鋳物ワークショップ 文化立市推進課☎（２０）３０４４

１２月１５日（日）ニュースポーツ遊び教室 こどもの国☎（２１）１５１５

１２月１８日（水）
楽しい暮らしの講座

「終活セミナー②～相続と遺言書・エンディングノート～」
交通生活課☎（２０）３０１４

１２月２２日（日）愉快なクリスマスコンサート こどもの国☎（２１）１５１５

１２月２２日（日）目指せ！ウォーキング達人講座
医療保険課☎（２０）３０２４
または健康増進課☎（２４）５７７０

　１月　５日（日）佐野市消防団表彰式・出初式 消防本部総務課☎（２３）３１１９

　１月　７日（火）佐野市新年祝賀会 行政経営課☎（２０）３００５

復興に向けて

　台風１９号による被災町会に対する支援として、市内外からの多くの方々がボランティア

活動に取り組んでくださっています。

　町会長連合会からは、１町会５人ずつの方々がボランティアに参加し、被災した家屋の拭き掃除や、庭の泥

などの搬出を行いました。代表の上岡良雄町会長連合会長は「被災者が一日も早い通常生活が送れるよう連合

会として協力したい」と話され、各町会へ働

きかけてくださいました。

　現在もボランティアを募集中です。ボラ

ンティアとして活動いただける方は、災害

ボランティアセンターへご連絡ください。

　☎０７０（４４７５）６８２８
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今回の表紙　「再起」就農して初めての収穫を待ちわびたイチゴの苗が、台風

１９号の被害に。近隣農家より譲り受けた苗に植えなおし、再びイチゴの収穫

を目指します。（大古屋町のハウスにて）

問合せ事項 問合せ 備考

り災証明書の発行
市民課20-3019、各行政センター

（田沼61-1124・葛生86-4713）
※各支所でも受付

各支援等を受ける際に必要となる場合があります。被
災された方で、申請されていない方は、申請をお願い
します。

被災者向け住居へ入居
（県営住宅、賃貸型応急住宅）

栃木県県土整備部住宅課
028-623-2486

受付：佐野プラザ85-7871（県営住宅）
　　 栃木県住宅課028-623-2488（賃貸型応急住宅担当）

被災者向け住居へ入居
（市営住宅）

建築住宅課20-3103

被災住宅の応急修理を行う 建築住宅課20-3103

介護保険特定福祉用具を再購入 介護保険課20-3022

消費生活相談 市消費生活センター20-3015 消費者ホットライン 0120-486-188（フリーダイヤル）

子供のいる家庭の相談支援 教育センター20-3108

障がい児・者相談支援 障がい福祉課20-3025

居住に用する家屋の床下消毒 消毒担当86-9511 受付：午前 9 時～午後５時

床上浸水した家屋・事業所の消
毒薬の配布

環境政策課20-3013

ボランティア活動を依頼
佐野市災害ボランティア
センター080-8870-0867

受付：午前8 時45 分～午後5 時

国保・後期高齢者医療費、介護保
険の窓口負担の取扱い

医療保険課20-3024、
いきいき高齢課20-3021、
介護保険課20-3022

要介護認定申請手続き及び
認定有効期間等

介護保険課20-3022

災害土砂の処分 環境政策課20-3013

災害ごみの処分 クリーン推進課22-2654

障がい福祉サービス・障がい児
通所支援の利用者負担の免除

障がい福祉課20-3025

水道料金・下水道使用料の減額
水道お客さまセンター22-1696、
下水道課23-1120

令和2年2月13日（木）まで　受付：午前9時～午後５時

税・保険料の取り扱い

市民税課20-3007・20-3008、
資産税課20-3009、
収納課20-3010

市税について

介護保険課20-3022 介護保険料について

いきいき高齢課20-3021 後期高齢者医療保険料について

安足県税事務所23-1411 県税について

自動車税事務所佐野支所
20-6111

自動車税について

佐野税務署22-4366 国税について

市民課年金係20-3019 国民年金保険料について

児童扶養手当の特例措置 こども課20-3023

保育所等保育料の免除 保育課20-3038

公立こどもクラブ保育料の免除 こども課20-3023

就学援助を受ける 学校教育課20-3107 学校給食費・学用品費などの支給

奨学金について相談 教育総務課20-3106 佐野市の奨学金について

建築確認申請等手数料の減免 建築指導課20-3104

台風 19 号によるセーフティ
ネット保証制度

産業立市推進課20-3040

災害見舞金、家財等購入等補助
金、被災者生活再建支援金の申
請受付

災害見舞金等窓口専用ダイヤル
86-9512

受付：（平日）午前8 時30 分～午後5 時15 分
　　  （休日）午前9 時～午後4 時

災害関係の問合せ先　
※問合せ先が不明な場合は佐野市役所☎（２４）５１１１（代表）へ　

※１１月１８日（月）現在の情報です。なお、下記についての詳細は、市役所、各行政センター、各支所、各地区公

民館に設置している「被災者生活再建支援ハンドブック」をご覧いただくか、お問い合わせください
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台風第１９号により被害を受けた方へ災害見舞金等受付窓口を設置しています

▲

時間＝（平日）午前８時３０分～午後５時１５分、（土曜、日曜）午前９時～午後４時

▲

会場＝・１２月２７日（金）まで…市役所１階 市民活動スペース ( 災害見舞金等受付会場 )

　　　　　　※１２月２８日（土）～１月５日（日）は受付を行いません

　　　　・１月６日（月）以降…市役所２階 社会福祉課　※１月６日（月）以降の受付は平日のみ行います

■

問合せ＝災害見舞金等窓口専用ダイヤル　☎（８６）９５１２　※１２月２７日（金）まで

▲

受付内容＝①災害見舞金、②被災家財等購入等補助金、③被災者生活再建支援金

　　　　　　※内容は以下のとおりです。市ホームページもご確認ください

①災害見舞金について　【被災した世帯へ見舞金を支給します】　　　　　　　　　　　

▲

対象＝①市内に居住する被災世帯の世帯主（被災時に本市の住民基本台帳に登録されており、被災住宅に居住

　　　　していた方）

　　　　※当該住家に２以上の世帯が居住し生計をともにしている場合には、そのいずれかの世帯主とします

　　　　※生活の本拠でない空き家、物置、車庫等は対象になりません

　　　　②事務所又は事業所が被災した事業主

　　　　※納屋、物置等簡易な建物は対象になりません

▲

見舞金の額　※申請から見舞金支給までは数カ月かかります

区分 金額

床上浸水 １０万円

床下浸水 １万円

※見舞金の支給額は、被災した棟数にかかわらず、床上浸水の場合は１０万円、床下浸水の場合は１万円となりま

す

▲

持ち物＝・支給申請書（すでに「り災証明書」を申請された方で、住家の床下浸水以上の被災をされた方には

　　　　　郵送します。また、ホームページからのダウンロードや窓口の申請書もご利用いただけます）

　　　　　・窓口に来た方の身分証明書（運転免許証、保険証等）

　　　　　・振込口座の通帳（世帯主、事業主等においては代表者等）

　　　　　・印鑑（世帯主、事業者等においては代表者等）

　　　　　・り災証明書の原本又はその写し

　　　　　・事業者の場合は事業を営んでいることがわかる書類（税務申告書等の写し）

②被災家財等購入等補助金について【被災した家財等の購入（修繕）費用の一部を補助します】

▲

対象＝①市内に居住する被災世帯の世帯主（被災時に本市の住民基本台帳に登録されている方）

　　　　※当該住家に２以上の世帯が居住し生計をともにしている場合には、そのいずれかの世帯主とします

　　　　※家財および家電の購入（又は修繕）に対する補助金の交付については、居住していた住宅が床上浸水の

　　　　被害を受けた世帯に限ります

▲

補助額　※申請から交付までは数カ月かかります

対象 補助額 申請上限

家財・家電の購入（又は修繕） 購入（又は修繕）金額の２０％で、上限額は１世帯につき１０万円 １回限り

自動車の購入（又は修繕）
購入（又は修繕）金額の２０％で、上限額は１世帯につき２０万円

（自動車１台につき上限額１０万円）※事業用自動車は対象外です
２回まで

※購入（又は修繕）額から保険等で補填された金額は差し引きます

※家財、家電、自動車ともに原則、令和２年２月２９日までに購入したものが対象になります

▲

持ち物＝・交付申請書（ホームページからのダウンロードや窓口の申請書もご利用いただけます）

　　　　　・窓口に来た方の身分証明書（運転免許証、保険証等）

　　　　　・振込口座の通帳（世帯主）

　　　　　・印鑑（世帯主）

　　　　　 ・購入（又は修繕）に要した費用を証明する書類（領収書等）

　　　　　・り災証明書の原本又はその写し（家財は床上浸水のり災証明、自動車は自動車のり災証明の原本又

　　　　　はその写しが必要です）　　　　　

　　　　　・購入等自動車の車検証（自動車に関する申請の場合）
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③被災者生活再建支援金について　【被災世帯への生活再建支援金の申請受付をします】　

▲

対象＝①全壊世帯（住宅が全壊した世帯） ※被害区分が「全壊」であるり災証明書が必要です

　　　　②解体世帯（住宅が半壊か大規模半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した

　　　　世帯）※被害区分が「半壊」または「大規模半壊」であるり災証明および解体確認依頼書等が必要です

　　　　③大規模半壊世帯（住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯）

　　　　※被害区分が「大規模半壊」であるり災証明書が必要です

▲

支援金額　※支援金申請から支給までは数カ月かかります

　支給額は下記の「基礎支援金」および「加算支援金」の合計額となります。

１　基礎支援金（住宅の被害程度に応じて支給する支援金です）

２　加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給する支援金です）

【支給額一覧表】

区分
基礎支援金 加算支援金

計
住宅の被害程度 住宅の再建方法

１ ２ １＋２

複数世帯（世帯の

構成員が複数）

全壊世帯

解体世帯
１００万円

建設・購入 ２００万円 ３００万円
補修 １００万円 ２００万円
賃借 ５０万円 １５０万円

大規模半壊世帯 ５０万円

建設・購入 ２００万円 ２５０万円
補修 １００万円 １５０万円
賃借 ５０万円 １００万円

単数世帯（世帯の

構成員が単数）

全壊世帯

解体世帯
７５万円

建設・購入 １５０万円 ２２５万円
補修 ７５万円 １５０万円
賃借 ３７万５千円 １１２万５千円

大規模半壊世帯 ３７万５千円

建設・購入 １５０万円 １８７万５千円
補修 ７５万円 １１２万５千円
賃借 ３７万５千円 ７５万円

※大規模半壊世帯がやむを得ず住宅を解体した場合は、全壊と同じ支援内容になります

※加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外になります

▲

持ち物＝・申請書（ホームページからのダウンロードや窓口の申請書もご利用いただけます）

　　　　　・窓口に来た方の身分証明書（運転免許証、保険証等）

　　　　　・振込口座の通帳（世帯主）

　　　　　 ・り災証明書の原本

　　　　　・住民票の原本（被災時に世帯が居住していたことが証明でき、世帯全員・続柄入りのもの）

　　　　　【住宅を解体された世帯の場合】滅失登記簿謄本又は解体確認依頼書※解体理由が敷地被害による　

　　　　　　場合は、敷地被害が確認できる書類（被害状況の写真等）も必要になります

　　　　　【加算支援金を申請する場合】契約書の写し（住宅の建設、購入、補修、賃借がわかるもの）

【建設・購入、補修の場合】

　・契約日

　・注文者、請負者双方の記名押印

　・工事施工場所

　・契約金額

　・工期

　・工事内容

【賃貸（公営住宅を除く）の場合】

　・契約日

　・賃貸人、賃借人双方の記名押印

　・賃貸場所

　・賃料（無償は対象外）

　・賃貸契約期間

　・契約内容（居住目的であること）

◆契約書に最低限必要な記載内容◆

■問合せ＝災害見舞金等窓口専用ダイヤル☎（８６）９５１２　※１２月２７日（金）まで

　　　　　社会福祉課☎（２０）３０２０　※１月６日（月）以降
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被災した方の国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険について
●台風１９号で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の①～⑤の

いずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。（令和２年１月末まで）

　①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

　　※り災証明書の提示は必要なく、窓口で口頭で申告してください

　②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

　③主たる生計維持者の行方が不明である方

　④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方

　⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

●佐野市の介護保険被保険者の方で、条件の①～⑤に該当する方は、ケアマネージャーや介護サービス事

業所等にその旨口頭で申告すれば、サービス利用料（自己負担割合分）の支払いが猶予・免除になります。

（令和２年１月末まで）

※免除できるのは介護サービス利用料の利用者自己負担割合分のみで、食費・居住費や限度額を超えてサー

ビスを利用した分は支払う必要があります

※令和２年２月以降については国からの通知があり次第、市ホームページでお知らせします

●被災により、被保険者証・負担割合証を紛失または自宅などに残して避難されている方は、氏名や住所

等を介護サービス事業所等に伝えれば、被保険者証等がなくても介護サービスを受けることができます。

　この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口で

申告した内容について、後日、確認する場合もありますので、領収書、り災証明等の書類の保管をお願い

します。

■問合せ＝国民健康保険について　　　医療保険課国保係☎（２０）３０２４

　　　　　後期高齢者医療について　　いきいき高齢課長寿医療係☎（２０）３０２１

　　　　　介護保険について　　　　　介護保険課介護サービス係☎（２０）３０２２

※一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせくださ

い

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免について
　このたびの台風１９号により被害を受けた方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

が、一定の条件により減免となります。

　減免の対象となる保険税・保険料は令和元年度分のうち第４期（１０月年金特別徴収分）以降のものです

●居住する住宅が床上浸水以上の浸水があった方

　減免の割合：床上浸水・半壊・大規模半壊の場合⇒２分の１

　　　　　　　全壊の場合⇒全額

※減免を受けるには、り災証明書を添付（コピー可）して減免申請書の提出が必要です。国民健康保険税・

介護保険料は市役所１階市民活動スペース（災害見舞金等受付会場）で、後期高齢者医療保険料はいきい

き高齢課窓口で受付します（郵送により提出可）

●被災により事業などの収入が著しく減少したとき、一定の条件により減免となる場合がありますのでご

相談ください

※減免申請書にくわえて、詳しい状況の添付資料を提出していただきます。

詳しくはお問い合わせください

■問合せ＝国民健康保険税について　　　　　市民税課税政係☎（２０）３００７　

　　　　　後期高齢者医療保険料について　　いきいき高齢課長寿医療係☎（２０）３０２１

　　　　　介護保険料について　　　　　　　介護保険課保険料係☎（２０）３０２２　
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各種相談ガイド　１２月３日（火）～２６日（木）
※【予】と記載のある相談は、予約が必要です

相談名 日時 会場 問合せ

育児相談 １２月１１日（水）午前９時～１１時 佐野市保健センター
健康増進課
☎（２４）５７７０【予】こころの健康相談

１２月１９日（木）心理士
午後１時３０分～

佐野市保健センター

消費生活相談
月～金曜日　午前９時～午後４時
※多重債務の相談なども受付中

消費生活センター 
（５階交通生活課内）

消費生活センター
☎（２０）３０１５

市民相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時

交通生活課（５階）

交通生活課
☎（２０）３０１４

外国人相談
月～金曜日　午前８時３０分～午後５時
※通訳が必要な方は事前にご連絡ください

【予】弁護士無料法律相談

１２月１０日（火）午後１時３０分～３時３０分
※予約受付は１２月２日（月）午前９時～

万葉の里城山記念館

１２月１７日（火）午後１時３０分～３時３０分
※予約受付は１２月２日（月）午前９時～

田沼中央公民館

合同相談
※交通事故・消費生活・
行政相談・宅地建物相談
※交通事故相談のみ事前
予約制です

１２月３日（火）午後１時３０分～４時
※交通事故・宅地建物相談は行っていません

葛生地区公民館

１２月１３日（金）午後１時３０分～４時
※交通事故相談の予約は１２月９日（月）まで

交通生活課（５階）

特設行政相談 １２月１８日（水）午前１１時～午後２時
イオンモール
佐野新都市１階

総務省栃木行政監視行政
相談センター
☎０２８(６３４)４６８０

教育相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 教育センター
教育センター
☎（２０）３０４８

青少年の悩みごと相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時
少年指導センター

（３階生涯学習課内）
少年指導センター
☎（２０）３０６１

児童福祉・女性相談・
母子父子家庭、寡婦の相談

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 家庭児童相談室（２階）
家庭児童相談室
☎（２０）３００２

【予】女性の再就職相談会
（託児あり）

１２月２０日（金）午前１０時～正午

男女共同参画推進セン
ター

（パレットプラザさの）
※田沼行政センター２
階

人権・男女共同参画課
☎（６１）１１４０

【予】女性のためのカウン
セリング相談

１２月５・１９日の木曜日
午前１０時～１１時５０分　
※第１木曜日は午後１時１０分～２時も実施

女性相談 １２月２６日（木）午前９時３０分～午後４時

困りごと・人権相談
１２月１９日（木）午後１時３０分～４時　
※受け付けは午後３時まで

特設困りごと・人権相談
１２月４日（水）午後１時３０分～４時
※受け付けは午後３時まで

６０１会議室
（市役所６階）

隣保館定例相談 
（弁護士無料法律相談）

１２月２４日（火）午後１時３０分～３時３０分
※受け付けは午後１時～２時

隣保館
隣保館
☎（２２）７５１３★そのほか、隣保館では教育・福祉、健康、住宅・年金・納税、就労・人権など　

の相談をお受けします。日程などは、直接お問い合わせください

障がいのある方の相談
とちのみおたすけコール

平日午前８時３０分～午後５時３０分 ☎（２４）５７５９
上記時間以外の緊急の相談 ☎０８０（４０７３）５７９９※２４時間対応

障がい者相談支援センター
みどり☎（２４）５７５９

精神に障がいのある方の
相談支援

月～金曜日　午前９時～午後６時 相談支援事業所さの
相談支援事業所さの
☎（２１）６８１１

精神保健福祉相談（要予約）
月～金曜日　午前８時３０分～（保健師）
１２月２０日（金）午後１時３０分～（精神科医）

安足健康福祉センター
（足利市）

安足健康福祉センター
☎０２８４（４１）５８９５

【予】難病に関する相談・支援
月～金曜日　
午前１０時～正午、午後１時～４時

とちぎ難病相談支援セ
ンター（宇都宮市）

とちぎ難病相談支援センター
☎０２８（６２３）６１１３

【予】出張ポラリス☆とちぎ
相談（子ども若者・ひきこ
もり相談）

１２月２０日（金）午前９時～正午 障がい福祉課（２階）
障がい福祉課　
☎（２０）３０２５　
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都
市
計
画
事
業
費
等

財
源
内
訳

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

自家用有償バス事業特別会計

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

後期高齢者医療特別会計

０ ５０億円 １００億円 １５０億円 ２００億円

市　税

その他

市　債

繰越金

9,099

2,416

18,17310,354

4,725

2,421

（単位：百万円）

（単位：百万円）

収　入

支　出

歳 出

０ ５０億円 １００億円

5,405

17,8346,096

予算額
執行額

9,3374,471

6,107

1,943

3,825

1,446
その他

民生費

教育費

総務費

衛生費

項　　目 予算額

12,881

287

3,820

186

172

11,403

1,389

4,842

59

716

20

14

4,543

449

支出済額

4,780

109

1,323

55

68

4,572

453

（令和元年9月30日現在）

合　計

給　料（市民税、固定資産税等の市税）
パート収入（使用料、手数料など）
インターネット不用品売却費（財産収入）
親からの仕送り（国、県からの補助金や地方交付税など）
住宅リフォームローンの借入金（道路、公共施設を整備する国や銀行からの借入金）
預金の引き出し（基金からの繰入金）
前年からの繰越金（前年度繰越金）

金　額

180万円
40万円
1万円

186万円
２９万円
15万円
29万円
480万円

（単位：百万円）

○現在給水人口１１６,５０９人 ○現在給水戸数５０,１３３戸 ○給水戸数の増加数２６５戸

★一般会計 （単位：百万円、％）

収入済額

歳　　入
市 　 　 　 税
国 県 支 出 金
地 方 交 付 税
諸 　 収 　 入
市 　 　 　 債
繰 　 越 　 金
そ 　 の 　 他

計

決算額
18,097
8,684
6,604
2,976
2,907
2,855
5,896
48,019

構成比
37 .7
18 .1
13 .8
6 .2
6 .1
5 .9
12 .2
100 .0

歳　　出
民 　 生 　 費
総 　 務 　 費
教 　 育 　 費
公 　 債 　 費
土 　 木 　 費
衛 　 生 　 費
そ 　 の 　 他

計

決算額
16,551
6,884
6,134
4,419
3,879
3,269
4,462
45,598

構成比
36 .3
15 .1
13 .5
9 .7
8 .5
7 .2
9 .7

100 .0
★特別会計 （単位：百万円）

会　計　名
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
自家用有償バス事業特別会計
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
後期高齢者医療特別会計
西浦・黒袴第二工区産業団地造成事業特別会計

歳入決算額
13,142
261

3,772
165
182

10,967
1,343
125

歳出決算額
12,882
260

3,600
157
182

10,818
1,342
125

★水道事業会計 （単位：百万円）
区　　分

収益的収支
（事業運営を目的とした収支）

資本的収支
（施設整備を目的とした収支）

収入

支出

収入

支出

決算額 

2,388

2,073

524

1,235

（単位：百万円、％）

費　　目

合　計

金　額

91万円
104万円
42万円
56万円
33万円
54万円
40万円
28万円
8万円

456万円

費　　目

食　費（人件費）
医療費（扶助費）
ローン返済費（公債費）
子供への仕送り（国民健康保険事業や介護保険事業への繰出金等）
自家用車の購入費（普通建設事業費など投資的経費）
公共料金・生活用品（物件費）
税金、保険料、友人への援助など（補助費、貸付金、その他）
定期預金（積立金）
家のエアコン修繕（維持補修費）

収入－支出
預金残高　基金残高
ローン残高　市債残高

24万円
115万円
372万円

　平成３０年度の一般会計決算をわかりやすく知っていただ
くため一般家庭の家計簿に置き換えてみました。
４８０億円を４８０万円として計算しています。（１万分の１）

構成比
（%)

0.5 
4.3 
0.5 
4.4 
0.0 
9.7 
0.0 
90.3 
100.0 
49.5 
1.9 
0.0 
1.1 
47.5 
100.0 

決  算  額
（千円）

10,922
102,626
11,696
105,273

0
230,517

0
2,135,347
2,365,864
1,169,891
45,000

0
26,700

1,124,273
2,365,864

区　　分

0

2,421

地　方
交付税

国、県
支出金

10,855

2,618

6,2674,361
4,956

798
土木費

4,076公債費

2,031

2,486

区　　分 予算額
2,387
2,243
492

1,432

執行額
861
397
0

478

収入
支出
収入
支出

収益的収支
（事業運営を目的とした収支）

資本的収支
（施設整備を目的とした収支）

歳 入

街 路
公 園
下 水 道
そ の 他
市街地開発事業

都市計画事業費　計
土地区画整理事業費
市 債 償 還 額

都 市 計 画 税
国 ・ 県 支 出 金
負 担 金 そ の 他
市 債
一 般 財 源

合　　　計

合　　　計

平成30年度決算

将来のことを
見通しながら、
上手なやりくりを
心がけています。

家族で働いた
収入２20万円

（令和元年9月30日現在）

３６２億２，９７５万円

１，８６６万円

１８７億５，２００万円

７億３，０３６万円

８８億　１８６万円

一般会計

国民健康保険事業特別会計 （直営診療施設勘定）

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

水道事業会計

６，０４２，５８７㎡

５４２，８２６㎡

１６２億７，３８０万円

１億１，３５１万円

２１億４，６０９万円

土　　　　　地

建　　　　　物

基　　　　　金

有　価　証　券

出資による権利

佐野市の財政を家計にたとえると… 都市計画税の使い道について

一般会計予算の執行状況

特別会計予算の執行状況

水道事業会計予算の執行状況

市有財産の状況

市債現在高

（令和元年度予算額　５１５億３,９６６万円）

佐野市の財政状況2019

１５０億円 ２００億円

○都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業
や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に充
てられます。
　平成３０年度決算の状況は下記のとおりです。

　令和元年度の一般会計の予算は、９月３０日現在で、５１５億３,９６６万円となっています。一般会計予算の執行状況
は、９月３０日現在で、歳入の収入済額は、２２１億７,０４２万円、予算額に対する収入割合は、４３.０％、歳出の支出
済額は、１９２億７,１２９万円で、予算額に対する支出割合は、３７.４％となっています。
　また、各特別会計、水道事業会計につきましては記載のとおりとなっています。

■問合せ　財政課☎（２０）３００３
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都
市
計
画
事
業
費
等

財
源
内
訳

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

自家用有償バス事業特別会計

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

後期高齢者医療特別会計

０ ５０億円 １００億円 １５０億円 ２００億円

市　税

その他

市　債

繰越金

9,099

2,416

18,17310,354

4,725

2,421

（単位：百万円）

（単位：百万円）

収　入

支　出

歳 出

０ ５０億円 １００億円

5,405

17,8346,096

予算額
執行額

9,3374,471

6,107

1,943

3,825

1,446
その他

民生費

教育費

総務費

衛生費

項　　目 予算額

12,881

287

3,820

186

172

11,403

1,389

4,842

59

716

20

14

4,543

449

支出済額

4,780

109

1,323

55

68

4,572

453

（令和元年9月30日現在）

合　計

給　料（市民税、固定資産税等の市税）
パート収入（使用料、手数料など）
インターネット不用品売却費（財産収入）
親からの仕送り（国、県からの補助金や地方交付税など）
住宅リフォームローンの借入金（道路、公共施設を整備する国や銀行からの借入金）
預金の引き出し（基金からの繰入金）
前年からの繰越金（前年度繰越金）

金　額

180万円
40万円
1万円

186万円
２９万円
15万円
29万円
480万円

（単位：百万円）

○現在給水人口１１６,５０９人 ○現在給水戸数５０,１３３戸 ○給水戸数の増加数２６５戸

★一般会計 （単位：百万円、％）

収入済額

歳　　入
市 　 　 　 税
国 県 支 出 金
地 方 交 付 税
諸 　 収 　 入
市 　 　 　 債
繰 　 越 　 金
そ 　 の 　 他

計

決算額
18,097
8,684
6,604
2,976
2,907
2,855
5,896
48,019

構成比
37 .7
18 .1
13 .8
6 .2
6 .1
5 .9
12 .2
100 .0

歳　　出
民 　 生 　 費
総 　 務 　 費
教 　 育 　 費
公 　 債 　 費
土 　 木 　 費
衛 　 生 　 費
そ 　 の 　 他

計

決算額
16,551
6,884
6,134
4,419
3,879
3,269
4,462
45,598

構成比
36 .3
15 .1
13 .5
9 .7
8 .5
7 .2
9 .7

100 .0
★特別会計 （単位：百万円）

会　計　名
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
自家用有償バス事業特別会計
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
後期高齢者医療特別会計
西浦・黒袴第二工区産業団地造成事業特別会計

歳入決算額
13,142
261

3,772
165
182

10,967
1,343
125

歳出決算額
12,882
260

3,600
157
182

10,818
1,342
125

★水道事業会計 （単位：百万円）
区　　分

収益的収支
（事業運営を目的とした収支）

資本的収支
（施設整備を目的とした収支）

収入

支出

収入

支出

決算額 

2,388

2,073

524

1,235

（単位：百万円、％）

費　　目

合　計

金　額

91万円
104万円
42万円
56万円
33万円
54万円
40万円
28万円
8万円

456万円

費　　目

食　費（人件費）
医療費（扶助費）
ローン返済費（公債費）
子供への仕送り（国民健康保険事業や介護保険事業への繰出金等）
自家用車の購入費（普通建設事業費など投資的経費）
公共料金・生活用品（物件費）
税金、保険料、友人への援助など（補助費、貸付金、その他）
定期預金（積立金）
家のエアコン修繕（維持補修費）

収入－支出
預金残高　基金残高
ローン残高　市債残高

24万円
115万円
372万円

　平成３０年度の一般会計決算をわかりやすく知っていただ
くため一般家庭の家計簿に置き換えてみました。
４８０億円を４８０万円として計算しています。（１万分の１）

構成比
（%)

0.5 
4.3 
0.5 
4.4 
0.0 
9.7 
0.0 
90.3 
100.0 
49.5 
1.9 
0.0 
1.1 
47.5 
100.0 

決  算  額
（千円）

10,922
102,626
11,696
105,273

0
230,517

0
2,135,347
2,365,864
1,169,891
45,000

0
26,700

1,124,273
2,365,864

区　　分

0

2,421

地　方
交付税

国、県
支出金

10,855

2,618

6,2674,361
4,956

798
土木費

4,076公債費

2,031

2,486

区　　分 予算額
2,387
2,243
492

1,432

執行額
861
397
0

478

収入
支出
収入
支出

収益的収支
（事業運営を目的とした収支）

資本的収支
（施設整備を目的とした収支）

歳 入

街 路
公 園
下 水 道
そ の 他
市街地開発事業

都市計画事業費　計
土地区画整理事業費
市 債 償 還 額

都 市 計 画 税
国 ・ 県 支 出 金
負 担 金 そ の 他
市 債
一 般 財 源

合　　　計

合　　　計

平成30年度決算

将来のことを
見通しながら、
上手なやりくりを
心がけています。

家族で働いた
収入２20万円

（令和元年9月30日現在）

３６２億２，９７５万円

１，８６６万円

１８７億５，２００万円

７億３，０３６万円

８８億　１８６万円

一般会計

国民健康保険事業特別会計 （直営診療施設勘定）

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

水道事業会計

６，０４２，５８７㎡

５４２，８２６㎡

１６２億７，３８０万円

１億１，３５１万円

２１億４，６０９万円

土　　　　　地

建　　　　　物

基　　　　　金

有　価　証　券

出資による権利

佐野市の財政を家計にたとえると… 都市計画税の使い道について

一般会計予算の執行状況

特別会計予算の執行状況

水道事業会計予算の執行状況

市有財産の状況

市債現在高

（令和元年度予算額　５１５億３,９６６万円）

佐野市の財政状況2019

１５０億円 ２００億円

○都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業
や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に充
てられます。
　平成３０年度決算の状況は下記のとおりです。

　令和元年度の一般会計の予算は、９月３０日現在で、５１５億３,９６６万円となっています。一般会計予算の執行状況
は、９月３０日現在で、歳入の収入済額は、２２１億７,０４２万円、予算額に対する収入割合は、４３.０％、歳出の支出
済額は、１９２億７,１２９万円で、予算額に対する支出割合は、３７.４％となっています。
　また、各特別会計、水道事業会計につきましては記載のとおりとなっています。

■問合せ　財政課☎（２０）３００３
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を

予
防
し
ま
し
ょ
う

　

「
か
か
ら
な
い
」、「
う
つ
さ
な

い
」
た
め
の
予
防
習
慣
①
手
洗
い
、

②
う
が
い
、
③
マ
ス
ク

　
予
防
接
種
を
受
け
、
十
分
な
栄

養
、
睡
眠
を
と
っ
て
日
々
の
体
調

管
理
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ
＝
健
康
増
進
課

☎
（２４）
５
７
７
０

も
し
も
急
病
に
な
っ
た
ら

　

保
険
証
や
お
薬
手
帳
を
必
ず

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
休
日
・
夜
間
緊
急
診
療
所

☎
（２４）
３
３
３
７　

▼
診
療
科
目
＝
内
科
・
小
児
科
・

外
科
※
外
科
は
休
日
の
診
療
時
間

の
み　

▼
診
療
時
間
＝（
平
日
）午

後
７
時
30
分
～
10
時
30
分
（
休
日
・

12
月
31
日
（火）
～
１
月
３
日
（金）
）
午

前
９
時
～
午
後
４
時
30
分
（
正
午

～
午
後
１
時
30
分
は
除
く
）、
午

後
７
時
30
分
～
10
時
30
分

※
元
日
は
午
前
10
時
か
ら
診
療

●
休
日
歯
科
診
療
所

☎
（２４）
７
５
７
５

　

必
ず
事
前
に
電
話
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
▼
診
療
時
間
＝
午
前
９

時
～
正
午
（
日
曜
、
祝
日
、
12
月

31
日

（火）
～
１
月
３
日

（金）
）

●
救
急
電
話
相
談

　

経
験
豊
富
な
看
護
師
が
家
庭
で

の
対
処
法
や
救
急
医
療
の
受
診
の

目
安
な
ど
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま

す
。

【
子
ど
も
】
☎
♯
８
０
０
０

※
携
帯
電
話
や
プ
ッ
シ
ュ
回
線
以

外
は
、

☎
０
２
８（
６
０
０
）０
０
９
９

▼
時
間
＝（
月
～
土
曜
日
）午
後
６

時
～
翌
朝
８
時
、（
日
曜
日
・
祝
日
）

24
時
間

【
15
歳
以
上
】
☎
♯
７
１
１
１

※
携
帯
電
話
や
プ
ッ
シ
ュ
回
線
以

外
は
、

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
３
４
４

▼
時
間
＝（
月
～
金
曜
日
）午
後
６

時
～
10
時
、（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
）

午
後
４
時
～
10
時

健
康
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

▼
日
時
＝
①
12
月
16
日

（月）
午
前
９

時
30
分
～
午
後
０
時
30
分
②
12
月

26
日

（木）
午
前
９
時
30
分
～
正
午
③

１
月
15
日

（水）
午
前
９
時
30
分
～
正

午
▼
会
場
＝
①
城
北
地
区
公
民

館
、
②
田
沼
保
健
セ
ン
タ
ー
、

③
葛
生
あ
く
と
保
健
セ
ン
タ
ー

健
康
福
祉

▼
内
容
＝
特
定
健
診
結
果
説
明
、

健
康
相
談
、
栄
養
相
談
、
歯
科
相

談
、
血
圧
測
定
な
ど
※
健
診
結
果

の
あ
る
方
は
お
持
ち
く
だ
さ
い　

※
申
込
不
要

■
問
合
せ
＝
健
康
増
進
課

☎
（２４）
５
７
７
０

脳
い
き
い
き
ア
ー
ト
展

▼
日
時
＝
12
月
12
日

（木）
～
15
日

（日）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

※
初
日
は
正
午
開
場
、
最
終
日
は

午
後
４
時
閉
場

▼
会
場
＝
佐
野
市
紹
介
ス
ペ
ー
ス

（
市
役
所
１
階
）▼
費
用
＝
無
料

■
問
合
せ
＝
い
き
い
き
高
齢
課　

☎
（２０）
３
０
２
１

ハ
ツ
ラ
ツ
元
気
体
操

　

自
主
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

け
る
団
体
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

説
明
会
を
行
い
、
そ
の
後
３
カ
月

間
お
試
し
で
実
施
い
た
だ
け
ま

す
。

▼
対
象
団
体
＝
地
区
住
民
で
構
成

さ
れ
る
10
人
以
上
の
団
体
（
町
会
、

老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
）

▼
内
容
＝
手
と
足
と
体
幹
を
鍛
え

る
筋
力
体
操

■
問
合
せ
＝
い
き
い
き
高
齢
課　

☎
（２０）
３
０
２
１

外
国
語
指
導
助
手
の
募
集

　

小
中
学
校
で
英
語
の
学
習
を
補

助
す
る
「
外
国
語
指
導
助
手
（
A

Ｌ
T
）」
を
募
集
し
ま
す
。

▼
申
込
＝
12
月
27
日

（金）
ま
で
に
、

学
校
教
育
課
へ　

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
英
文
あ
り
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い

※
勤
務
開
始
は
４
月
か
ら

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
１
０
７

納
税
通
知
書
用
封
筒
の

有
料
広
告
を
募
集

▼
募
集
枠
数
・
広
告
掲
載
料
＝

①
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
用

封
筒
…
２
枠
（
１
枠
８
万
円
）、

②
軽
自
動
車
税
用
封
筒
…
２
枠

（
１
枠
６
万
円
）、
③
個
人
市
県
民

税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税
用
封

筒
…
２
枠
（
１
枠
６
万
円
）
▼
広

告
内
容
＝
封
筒
の
裏
面
で
１
枠
縦

60
ミ
リ
×
横
90
ミ
リ
・
１
色
刷

▼
申
込
＝
12
月
２
日

（月）
～
20
日

（金）

に
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
市
民
税
課
へ　

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
０
７

募

集

あなたの “未来” 応援します！

ご融資額 350万円以内（お子さま１人あたり）
0570-008656【ご相談・お問い合わせは】

教育ローンコールセンター

ハローコール

（または 03‒5321‒8656）

※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）はご利用いただけません。
【受付時間】月～金曜日 /9:00～ 21:00  土曜日 /9:00～ 17:00

詳しくはWebで！ 国の教育ローン 検索

ご入学前のまとまった費用
の準備が可能！
固定金利・長期返済が
可能！
40年以上の取扱実績！

●田沼図書館☎（６１）１１３６「ＭＯＡ美術館佐野児童作品展」

ＭＯＡ美術館児童作品展にて入選した地元児童による作品を展示

▲

日時＝１２月

７日（土）～２２日（日）※休館日を除く

▲

対象＝どなたでも　※申込不要
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お
知
ら
せ

話
か
ら
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん 

年
末
年
始
の
交
通
規
制

●
佐
野
厄
よ
け
大
師
周
辺

▼
期
間
＝
12
月
31
日

（火）
午
後
10
時

～
１
月
１
日

（水）
午
後
７
時
30
分
、

１
月
２
日

（木）
～
５
日

（日）
の
日
中

※
一
部
通
行
止
め

※
詳
細
は
、
佐
野
厄
よ
け
大
師

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
唐
沢
山　

▼
期
間
＝
12
月
31
日

（火）
午
後
10
時
～
１
月
３
日

（金）

※
一
方
通
行

※
上
り
は
富
士
・
奈
良
渕
口
か
ら
、

下
り
は
田
沼
栃
本
口
へ

■
問
合
せ
＝
観
光
立
市
推
進
課

☎
（２７）
３
０
１
１　

入
札
参
加
希
望
者
は

申
請
が
必
要
で
す

　

令
和
２
年
度
に
市
が
発
注
す
る

建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
な
ど
、
ま
た
は
物
品
納

入
、
業
務
委
託
な
ど
の
入
札
に
参

加
を
希
望
す
る
業
者
の
方
（
市
と

取
引
を
希
望
す
る
方
）
は
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
登
録
し
て
い
る
市
内
・

準
市
内
業
者
の
方
も
、
継
続
し
て

入
札
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
書

類
の
提
出
が
必
要
で
す
（
該
当
業

者
の
方
へ
は
別
途
郵
送
に
て
案
内

し
ま
す
）。

●
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト

▼
申
請
期
間
＝
１
月
15
日

（水）
～
29

日
（水）
（
必
着
）

●
物
品
納
入
、
業
務
委
託

▼
申
請
＝
随
時
受
付　

※
申
請
書
類
、
参
加
要
件
な
ど
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
入
札
・
契
約

情
報
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
契
約
検
査
課

☎
（２０）
３
０
２
７

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
問
合
せ
＝
同
課
届
出
証
明
係

☎
（２０）
３
０
１
６

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

の
発
送　

令
和
２
年
１
月
以
降
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
電

子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
迎
え
る

方
を
対
象
に
、
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
有
効
期
限

通
知
書
が
住
所
地
へ
送
付
さ
れ
ま

す
。

●
休
日
窓
口
で
の
業
務
に
つ
い
て

　

12
月
22
日

（日）
の
休
日
窓
口
で

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
年
末
年
始
の
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

は
、
12
月
29
日
～
１
月
３
日
の
間

は
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
イ
オ
ン
リ

テ
ー
ル
、
カ
ス
ミ
で
休
業
日
を
除

く
、
午
前
６
時
30
分
～
午
後
11
時

ま
で
の
各
店
舗
営
業
時
間
内
に
取

得
可
能
で
す
。
な
お
、
セ
ブ
ン
イ

レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
で
は
年
末
年
始
の
利
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

年
末
の
交
通
安
全
県
民

総
ぐ
る
み
運
動

　

12
月
11
日

（水）
～
31
日

（火）
ま
で
、

年
末
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み

運
動
を
実
施
し
ま
す
。

　

年
末
は
、
道
路
の
混
雑
な
ど
に

よ
り
交
通
事
故
の
多
発
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。
安
全
運
転
を
心
掛
け
、

交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

●
運
動
の
重
点
…
子
供
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止
、
全
て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底
、

飲
酒
運
転
の
根
絶
、「
ラ
イ
ト
４

（
フ
ォ
ー
）運
動
」の
推
進

■
問
合
せ
＝
交
通
生
活
課

☎
（２０）
３
０
１
４

公
立
保
育
園
の
臨
時

保
育
士
・
看
護
師
募
集

▼
資
格
＝
保
育
士
・
看
護
師
の
資

格
を
有
す
る
者
▼
勤
務
開
始
＝
令

和
２
年
４
月
か
ら
▼
申
込
＝
12
月

27
日

（金）
ま
で
に
、
履
歴
書
と
写
真

（
履
歴
書
と
同
じ
も
の
）
１
枚
を

持
参
し
、
保
育
課
へ

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
３
８

災
害
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法

に
ご
用
心

　

台
風
の
片
付
け
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
一
緒
に
業
者
が
来
訪
し
、
床
下

の
清
掃
を
行
っ
た
後
、
高
額
な
請

求
を
さ
れ
た
と
の
相
談
が
あ
り
ま

し
た
。

　

契
約
後
で
も
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（２０）
３
０
１
５
（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
４
時
）、
消
費
者
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
☎（
局
番
な
し
）１
８
８
、

令
和
元
年
秋
台
風
関
連
消
費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０（
４
８
６
）１
８
８

※「
０
５
０
」か
ら
始
ま
る
Ｉ
Ｐ
電

●佐野図書館☎（２２）１８３３「クリスマスおはなし会」

クリスマスのお話の読み聞かせや人形劇など

▲

日時＝１２月２１日 (土) 午後２

時～３時３０分

▲

対象など＝幼児～小学生先着７０人。１２月６日(金)より申込。

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。



KOUHOU SANO
R1.12

12

区 分 種類など 年末年始の休業日

ごみの持ち込み
みかもクリーンセンター（佐野地区）

葛生清掃センター（田沼・葛生地区） １２月２９日（日）、

１月１日（祝・水）～３日（金）、５日（日）

ごみの

収集

ステーション
収集

燃えるごみ

資源ごみ・燃えないごみなど

戸別訪問収集

粗大ごみ・廃家電

（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機）

【年内の収集を希望する場合】
１２月２４日（火）までにお申し込みくだ
さい

し尿くみ取り

佐野防疫社☎（６２）２４３６ １２月２８日（土）～１月５日（日）

城南興業☎（２２）１９９９ １２月２９日（日）～１月５日（日）

柳営（緊急連絡先）☎０９０（５１９８）７１８３ １２月２９日（日）～１月５日（日）

年末年始のごみ収集業務などのお知らせ

▲

年末年始営業日＝１２月３０日（月）～３１日（火）※２９日（日）は休業、年始は１月４日（土）から、５日（日）は休業

○年末はみかもクリーンセンターへのごみ持ち込みの入口が変更になります

▲

搬入口の変更日＝１２月２８日（土）、３０日（月）、３１日（火）

※年末年始は大変混み合いますので、ごみの持ち込みはなるべくこの期間を避けるようお願いします

※分別が守られていない場合は、受け取りできないことがあります

※ごみステーションへのごみ出しは、「家庭ごみ収集カレンダー」で確認して収集日の当日午前８時までに、

決められたごみステーションに出してください

■

問合せ＝クリーン推進課☎（２３）８１５３・葛生清掃センター☎（８６）４３５１

 
新築・リフォーム 

『地元の匠』『地元の匠』安心と信頼 

㈲板橋工務店 

未
登
記
家
屋
の
名
義
人
を

変
更
し
た
と
き

　

未
登
記
の
家
屋
を
所
有
さ
れ
て

い
る
方
で
、
令
和
元
年
中
に
相
続
、

贈
与
、
売
買
な
ど
に
よ
り
家
屋
の

名
義
を
変
更
さ
れ
た
場
合
、「
家

屋
補
充
課
税
台
帳
登
録
変
更
届
」

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
前
納
税
義

務
者
に
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
登
記
さ
れ

て
い
る
家
屋
の
名
義
人
変
更
は
、

法
務
局
で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

※
届
書
は
、
資
産
税
課
、
田
沼
・

葛
生
行
政
セ
ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
０
９

市
有
地
を
お
売
り
し
ま
す

　

入
札
に
参
加
さ
れ
る
方
は
、
12

月
10
日

（火）
の
現
地
説
明
会
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
入
札
日
時
＝
12
月
26
日

（木）
午
前

10
時
～
▼
入
札
予
定
物
件
＝
①
堀

米
町
１
４
９
‐
２
外
１
筆
（
宅
地
・

３
９
０
．
７
０
㎡
、
建
物
付
、
予

定
価
格
８
，
４
６
０
千
円
）
②
並

木
町
１
２
５
９
（
宅
地
・
８
０
２

㎡
、
予
定
価
格
１
２
，
２
０
０
千

円
）
③
田
沼
町
９
３
６
‐
１
（
雑

種
地
・
１
，
３
１
７
㎡
、
予
定
価

格
１
５
，８
０
０
千
円
）

▼
申
込
お
よ
び
入
札
保
証
金
納
付

期
間
＝
12
月
２
日

（月）
午
前
９
時
～

20
日

（金）
午
後
５
時

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
財
産
活
用
課

☎
（２０）
３
０
５
０

エ
ラ
ス
ム
ス
立
像
と

共
に
歩
む

▼
日
時
＝
12
月
14
日

（土）
午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分
▼
会
場
＝
郷
土

博
物
館
▼
講
演
内
容
・
講
師
＝
①

「
戦
国
武
将
牧
野
成
里
」
横
塚
和

夫
さ
ん（
秘
宝
エ
ラ
ス
ム
ス
立
像

に
学
ぶ
会
）
②「
立
像
の
発
見
と
経

緯
」竹
澤
謙
さ
ん（
丸
山
瓦
全
研
究

者
）
▼
定
員
＝
先
着
80
人
▼
費
用

＝
無
料

■
申
込
＝
同
館
☎

（２２）
５
１
１
１　

法
務
大
臣
表
彰

　

次
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
法
務

大
臣
表
彰
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
敬
称
略　

藤
波
一
博
（
村
上

町
）、
半
谷
昌
弘
（
牧
町
）、
野
尻

真
弓（
田
沼
町
）

■
問
合
せ
＝
人
権
・
男
女
共
同
参

画
課
☎
（６１）
１
１
４
０
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講

座

１２月３日～９日は「障害者週間」です
●ヘルプマークを配布しています

▲

窓口＝障がい福祉課、田沼・葛生行政センター

※外見からは要支援者であることが判断しにくい人が、

周囲に要支援者であることを理解してもらい、支援を

求めやすくするためのマークです

●ひきこもり相談窓口
団体名 問合せ先

佐野市社会福祉協議会

（生活困窮者自立相談支援事業）

※経済的な困りごとのある方

月曜日～金曜日　午前８時３０

分～午後５時１５分

☎（２２）８１１３

相談支援事業所さの

※精神的な病気がある方

月曜日～金曜日　午前９時～午

後５時☎（２１）６８１１

障がい者相談支援センターみどり

※身体・知的障がいがある方

月曜日～金曜日　午前９時～午

後５時☎（２４）５７５９

ポラリス☆とちぎ

（栃木県こども若者・ひきこもり総

合相談センター）

火曜日～土曜日　午前１０時～

午後７時

☎０２８（６４３）３４２２

■問合せ＝障がい福祉課☎（２０）３０２５

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

級
）、
②
硬
式
テ
ニ
ス（
高
校
生
以

上
中
級
）、
③
硬
式
テ
ニ
ス（
ジ
ュ

ニ
ア
ク
ラ
ス
）、
④
卓
球（
成
人
）

▼
日
時
＝
①
１
月
11
日
～
３
月
14

日（
全
10
回
）各
土
曜
日
、
午
前
９

時
～
10
時
30
分
②
１
月
11
日
～
３

月
14
日（
全
10
回
）各
土
曜
日
、
午

前
10
時
40
分
～
午
後
０
時
10
分
③

１
月
11
日
～
３
月
14
日（
全
10
回
）

各
土
曜
日
、
午
後
１
時
～
２
時

④
毎
週
木
曜
日
、
午
前
10
時
～
正

午
■
申
込
＝
12
月
２
日
よ
り
同
セ

ン
タ
ー
☎
（６２）
８
８
８
１

レ
ク
ゲ
ー
ム
実
技
指
導

講
習
会

▼
日
時
＝
１
月
21
日
～
２
月
18
日

（
全
５
回
）各
火
曜
日
、
午
後
７
時

～
９
時
30
分
▼
会
場
＝
中
央
公
民

館
▼
定
員
＝
30
人
程
度
▼
費
用
＝

千
円（
全
日
程
分
）■
申
込
＝
12
月

27
日

（金）
ま
で
に
ス
ポ
ー
ツ
立
市
推

進
課
☎
（２０）
３
０
４
９

楽
習
講
師
企
画
講
座

●
中
国
茶
の
愉
し
み
▼
日
時
＝
12

月
８
日

（日）
午
後
１
時
～
３
時
▼
会

場
＝
中
央
公
民
館
▼
講
師
＝
宮
森

勝
市
さ
ん
▼
定
員
＝
20
人
▼
費
用

＝
無
料
■
申
込
＝
生
涯
学
習
課

☎
（２０）
３
１
０
９

予
定
し
て
い
た
交
通
規
制
は
実
施

し
ま
せ
ん
。
■
問
合
せ
＝
ス
ポ
ー

ツ
立
市
推
進
課
☎
（２０）
３
０
４
９

令
和
２
年
版
県
民
手
帳
の
販
売

▼
取
扱
店
舗
＝
未
来
屋
書
店
佐
野

新
都
市
店
、
宮
脇
書
店
佐
野
店
、

安
蘇
庁
舎
売
店
、
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
カ
ン
セ
キ
佐
野
店
、
カ
イ
ン

ズ
ホ
ー
ム
佐
野
、
G
Ｅ
O
佐
野
高

萩
店
、T

S
U

T
A

Y
A

佐
野
店

※
市
役
所
で
は
取
り
扱
っ
て
い
ま

せ
ん
■
問
合
せ
＝
政
策
調
整
課
統

計
係
☎
（２０）
３
０
０
１

シ
ル
バ
ー
・
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

▼
日
時
＝
12
月
19
日

（木）
午
前
10
時

～
正
午
▼
内
容
＝
高
齢
者
が
運
転

を
見
直
す
た
め
の
実
技
講
習
な
ど

▼
会
場
＝
佐
野
中
央
自
動
車
教
習

所
▼
定
員
＝
65
歳
以
上
20
人
▼
費

用
＝
無
料
■
申
込
＝
12
月
13
日

（金）

ま
で
に
交
通
生
活
課
☎
（２０）
３
０
１
４

ス
ポ
ー
ツ
教
室

▼
会
場
＝
田
沼
グ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
▼
内
容
・
対
象
＝

①
硬
式
テ
ニ
ス（
高
校
生
以
上
初

年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度

　

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」

は
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得

が
一
定
基
準
以
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第
15
回
さ
の
マ
ラ
ソ
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大
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止
に
伴
い
、
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月
８
日

（日）
に

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

御見積り無料‼御見積り無料‼

バス旅なら楽しく楽ちん。
運転の心配もなく目的地に到着。
気の合うお仲間と思い出作りに
ぜひご利用ください。
各種送迎も承ります。

お気軽にご相談ください。

足利市福富町 828-1
☎0284-73-5477

www.0505.main.jp 
丸五観光バス

快適で楽しいらく旅のお手伝いいたします。 コンタクトレンズ研究所

 ☎（0283）23-0381

大野眼科クリニック

（西産業道路・フレッセイ西）
佐野市赤坂町948-1

施設（博物館・美術館）や子育て情報（各種教室、児童館、こどもの国な

ど）についての最新情報は市ホームページをご覧ください。
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●出生　５６人　●死亡１４８人

●転入２２９人　●転出２３６人

人口の動き（１１月分）

	●人口１２０，５２７人（－９９）	●世帯５０，５１７戸（＋１）

　　男　５９，５０４人（－５６）　　　　　（　）は前月比

　　女　６１，０２３人（－４３）

人口と世帯数（１２月１日現在）

●出生　６５人　●死亡１３４人

●転入２５５人　●転出２８０人

人口の動き（１０月分）

●人口１１８，０７９人（－９４）		●世帯	５１，６５３戸（＋１７）

　　	男５８，５３７人（－４０）　	　　　（　）は前月比

　　	女５９，５４２人（－５４）

人口と世帯数（１１月１日現在）

※住民基本台帳より
　（外国人住民を含む）

※次回の「アイドル登場」の掲載は２月号です。次号では「とどけ夢未来へ」を掲載します

〒３２７－８５０１　栃木県佐野市高砂町１　☎０２８３（２４）５１１１
URLhttp://www.city.sano.lg.jp/　携帯端末 http://www.city.sano.lg.jp/keitaisite/
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ともこ皮フ科
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★

【美容皮フ科】

【一般皮フ科】

完全予約制
診療時間/9：00～18：00

※手術、ヒアルロン酸注射、ボトックスビスタ、　脂肪溶解注射は午後からの予約となります。
※全身脱毛の最終受付は１7:0０となります。

〈一般皮フ科 診察科目〉手湿疹、にきび、接触皮フ炎、乾燥性湿疹、慢性湿疹、異汗性湿疹、脂漏性皮膚炎、足白癬（水虫）、
爪白癬、じんましん、癜風、カンジダ症、マラセチア、尋常性疣贅（いぼ）、伝染性軟属腫（みずいぼ）、単純ヘルペス、
帯状疱疹、水痘、酒さ様皮膚炎、乾癬、扁平苔癬、毛孔性苔癬、ジベルバラ色粃糠疹、鶏眼（うおのめ）、胼胝（たこ）、
円形脱毛症、丹毒、蜂窩織炎（ほうかしきえん）、伝染性膿痂疹（とびひ）、熱傷（やけど）、あたまじらみ、日焼け、切り傷・
擦り傷、母斑（ほくろ）…あらゆる皮膚疾患に対応いたします。

診療時間

 9:00～12：30

16:00～18：30

月 火 水 木 金 土 日祝

◯ ◯ ◯ 休 ◯ ◯ 休

◯ ◯ ◯ 休 ◯ ◯ 休

※一般皮フ科は予約制ではありません。

診断科目
一般皮フ科/美容皮フ科

栃木県全域、茨城県、
群馬県、都内からも
来院者多数

佐野インター
より車で
約 5 分

❶カウンセリングは予約不要
❷受付にてお悩みや診療内容の確認
❸院長先生による丁寧なカウンセ
　リング
❹部位に応じた高度な美容施術
❺施術後のドレッサー完備
❻安心のアフターケアサポート

診療の
流れ

美容皮フ科
スケジュール

ともこ皮フ科クリニック
佐野市
鐙塚町156-1TEL.０２８３‒８５‒９４８３
http://www.tomoko-clinic.jp ともこ皮フ科クリニック 検索

佐橋謙介・千恵さん（犬伏新町） 北村俊野・良子さん（田沼町） 菊池直人・美咲さん（赤坂町）

平成２８年８月生

武山達哉・英梨佳さん（富岡町）

翼
つばさ

ちゃん平成３１年２月生瑛
え い た

太ちゃん 紡
つ む ぎ

生ちゃん 平成３１年４月生 玲
れ い か

華ちゃん 令和元年６月生

１２月２日（月）より、
市ホームページが新しくなりました。


